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1 は し が 善  

農業者が農業経営において標準原価計算をどのように考慮し，これを適用しうるかという点  

についてホ論は考究する。これについては種々の観点がある。制度としての標準原価計算は大  

企業の分梅管理制を前提としているから，大企業の運営する畜産部門には適用しうるかもしれ  

ないが，小規模の農業者のような独断管理制においては，全くそ 

価を算定する労力のみ多くて実現しえないともいえるであろう。反面農産物を生産している大  

多数は小規模の農業者で，個々の実際原価は著しく異なるであろうが，生産要素についても珪  

産物についても，制度巷離れて何等かの標準を念頭において生産していると考えられる。   

ここで問題は，標準原価計算の長所を理論的に援用して個々の実際原価の算定と共にー，農業  

簿記の中↑どのように組み入れうるのかという点について考察しよう。ここに標垂原価の農業  

会計における位置づけをなすことが本稿の目的である。  

2 農業経営における標準原価計算の目的   

個々の農業経営において標準原価計算を行なう目的を考察するに当って，まず大企業の製造  

工業を背景として，昭和37年に設定されたわが国の「原価計算基準」に示された目的と比較対  

1） 照して考察する石   

貨1の目的として「原価計算基準」では，原価の標準として標準原価を設定し，原価管理を  

効果的に行なうことを挙げる。この原価管理を事前管理と事後管理とに分けて，事前管理の内  

容として伝達と誘導によって人間関係，人間的要素，心理的考察などの心理的側面が考慮され  

る一方，事後管理は業績管理として，標準原価と実際原価の比較・分析という技術的側面が考  
2）  

慮される。   

農簸のばあいに，多くの雇用者が種々の原価部門を任せられて分権管理制をとるという責任  

会計の観点はまずみられないが，たとえ農業経営において農業労働に従事するのは同時に経営  

者である彼一人であっても，心理的要素としての原価標準は実際に必要である。たとえ用紙に  

記載きれていないとしても，彼の脳裏には何らかの計画・設定した標準が存在するはずである。  

3） その意味では事前の原価管理としての標準原価が精粗の差はあれ農業者にも必要である。  
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つぎに，この標準原価が実際に決定されていたばあい，これと対照すべく実際の原価を追跡  

することとなるが，農業者ほこのばあいにおいてもほとんど実際の記帳までは実施せずに，事  

実上の事後管理を行なっていることが多い。このばあいに重要なことは，単独の農業経営者は  

原価の物量の測定と同時に，貨幣的判断も考慮しなければならないことである。しかしながら  

一般に囁準と実際について農業経営者自身がどれほどの分析を行なっているか，外部からは容  

易に知りえない。   

農業経営者の独断的管理といえども，原価管理としての原価標準がいかに必要であるかば業  

として行なう以上当然のことである。ただその内容については種々の問題がある。   

欝2の標準原価計算の目的として，原価計算基準にいう「標準原価は真実の原価として（取  

扱い），仕掛品，製品等のたな卸資産価額および売上原価の算定の基礎となる」ことについて  

はどうであろうか。工業製品において「実際原価」はその時々の偶発的原価であり，科学的標  
●●●●●  

準にもとずく標準原価こそ，真実の原価であるという主張である。   

農産物について科学的標準が存在するとしても，極めて多様のものとならざるをえない。実  

際原価と標準原価のいずれが真実の原価といえるかどうかば極めて問題のあるところである。  

当然にここで農産物の標準原価とは何かがあらためて問われなければならない。それは後に考  

察するとして，さし当たって標準原価を生産物価格算定の基礎として必要とするのはつぎの様  

な場合である。新種生産物のうち，単年性作物について1年に1回の作付が行なわれ，すべて  

収穫が完了した時点で，1単位当たりの実際原価が確定する。しかしたとえば飼料作物につい  

て，仮りに4番刈ほで行なわれるとすれば，すべての収穫が終了するまで当該作物のその年度  

の実際原価は確定しない。1番刈の時点では，実際原価は不明である。ここに収量の標準を算  

出して，さらに標準原価を算出しておかなければ，飼料の原価の把鍵は遅滞することとなる。   

畜産物にづいては，桝種生産物と異なり，仕掛品である育成畜にも時価の成立していること  

が多いために，しばしば原価の推定に代用される。総合原価計算における問題点として仕掛品  

への原価配分があるが，耕種生産物でも畜産物でも，仕掛品である立毛や育成畜については，  

原価による評価はむしろ標準的な原価で計算されていることが多い。アメリカ合衆国の税務上  

の取扱いとして「家畜単価法」によって評価することができるものとしており，一種の標準原  

4） 価法であるとされる。   
欝3の標準原価計算の目的として「原価計算基準」は「標準原価は，予算とくに見積財務諸  

表の作成に，信頼しうる基礎を提供する」としている。このばあい，予算の作成に必要な原価  

の数値は単なる見積りよりは，予算期間に達成される目標として現実的標準原価が信頼性が大  

きいとされる。   

農業経営にあっては，古くからバジエティング（budgeting）（通常試算計画法と訳されて  

いる）がある。このバジエティングには，たとえば作物部門の種類，栽培面積，凝営費の種類，  
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単価，数量，予想面積当収量，総生産額などから，奉書部門についても同様の試算がなされ，  

予想粗所得・失費集計表（summaryofexpected receipts and expected e叩enSeS）により  

予想純所得（expected netincome）を算出している。このばあいの失費の予想算出額に，流  

動費と固定費の区別がなされていることに注目しなければならない。しかしながらこれらの見  

積り（標準というより予想）額ば前年度までの当該農場における実績を基準としているのであ   
5）  

る。   

第4の標準原価計算の目的として，「原価計算基準」は，「標準原価を勘定組織の中に組み入  

れることによって，記帳を簡略化し，じん速化する」をあげている。制度としての原価計算は，  

個人の農業者にはまず行なわれていないことからみて，事実上問題とはなりえない。むしろ一  

般には続いて考察するように，慢性的な無記帳への対策として，外部者が記帳の結果に代るペ  

きものを推定する方法がとられている。   

さて以上の「原価計算基準」に示された標準原価計算の四つの目的のうち，最大の目的は原  

価管理にあるといえよう。全体としての相違は，農業経営においては制度としての標準原価計  

算は行なわれておらず，特殊原価調査として廉価分析を考慮するに止まる。農業経営自体にと  

って原価管理を第1義とするといっても，原価計算基準に示すような標準原価計算との相違を  

考慮しなければならない。またその上で農業経営における標準原価とは何を意味するかが改め  

て問われなければならない。   

さて，今まで農業経常の標準原価に閑適して諸種の場合に『標準』という語が用いられてき  

た。その場合の1標準の目的について検討してみる。その第1は所得税法における白色申告（戚  

課課税）の場合の課税標準である。この場合の標準は納税義務者としての個々の農業所得者の  
記帳を基礎においた申告によることなく，税務当局が一方的に課税標準を作成する。たとえば  

10アール当たり収量，単価とから標準となる収入金額を推定し，つぎにこれから控除する必要  

経費についても同様に10アール当たりの療準必要経費を推定して，差引き10アール当たり課税  

所得金額を算出する。この場合の標準課税の目的としては，慢性的な帳簿の欠除や取引径路の  

補捉資料の不充分性を埋めるものとして，可及的真実に近似せしめ，またその近似性の裏づけ  

ならびに納税者各人について，できるだけ平均性を排除し個別的であることが推計課税の原則  
8）  

である。この場合の税務当局の立場は，納税者の個々のまたその年々の実際の所得をできるだ  

け把撞したい，それに従って課税したいということであり，偶発的であれその年庶の個々の実  

際の所得を把握するということにあるのはいうまでもない。しかしながら，国税当局の職邑は  

限られており，農業経営のように1納税者当たりの課税金額が少額であっセ，その正確性を保  

証するために徴収事務サービスを多量に費消するのは効率的でないとの判断があると思われる。  

ゆえに農業の所得税の納税者の問題はこの辺に推計調査基準があり，所得標準の設定一具体  

的には10ア⊥ル当たりあるいは1頭羽当たり収入金額，必要経費のある地域における標準の設  
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定は徴収コストの軽減にあるとみられる。ある地域における農業所得標準はどれだけ個々の農  

業経営の不公平をカバーしうるかということになろう。   

欝2の場合は「地域標準技術体系」におけるもので，農林省農林水産技術会議は国の農業試  

験研究機開を中心に，公立試験研究機関等の協力を得て，都道府県の専門の技術職邑および行  
7）  

政部局における技術担当者等を対象として部門別・地域別・経営形態別のものを作成した。こ  

の場合，この標準は「立地条件の影響を強く受ける農業の特殊性からいって，あくまで限られ  

た条件の下における技術体系を示すに止まる」とし，ゆえに都道府県等が普及指導にあたって，  

現地に即した技術体系を作成する場合，その拠りどころとなる基本的な型を示すものとしてい  

る。   

この場合の標準の目的は，文字通り地域的な普及指導のよりどころとしているが，技術体系  

そのもののウエイトが極めて高く，本稿で問題とする原価標準としての考え方は一つの試算と  

して1表が試みに示されているにすぎない。もちろん標準原価の算定について，第1段階とし  

ては当然に物量標準が問題となる。そもそも標準原価の工業における考え方が技術者としての  

テイラーの科学的管理として有名なテイラーシステムから発したものと考えられるならば，こ  

れらの標準技術体系はその第1歩とでも称すべきものであろう。これらの技術的標準を試験場  

が示した目的は，技術体系自体であってもやはり農業における原価管理につながるとみること  

ができよう。これらの地域はかなり広域にわたっており「標準技術体系」の次の段階として，  

原価管理の立場に立って作成することができよう 

第3の場合は経営診断における「標準（比較）法」と称せられるものである。この方法は  

「試験の成績や専門家の達観によって作成された各種の標準値が用いられ」，あるいは「ある  

地域で最も合理的と思われる経営のモデルタイプを予め人為的に算定し，これを基準として個  
§）  

別農家を比較診断する方法」である。   

しかしながら，これらの標準値としては耕作面積，経営規模（土地＋資本），家畜単位，品  

種といった経営の要素をはじめとして，農産物現金収入，農外収入，労働過不足のような聴対  

額も，10a当たり生産量なども指標に採用されているが，これらの一指標から・要素と成果の  

間に立入って，生産要素の積重ねの原因分析がどの程度まで行なわれるかは不明である0とく  

に原価管理の観点からこれを問題とするのではない。これらの諸種の指標がどのように整理さ  

れているかはかなり問題である。   

第4に農林省が毎年出版している「農畜産業用固定資産評価標準」は「主として昭和××年  

度に農林省が実施する農家経済調査，農産物生産費調査等の農業経済に関する統計調査に適用  

するために策定したもの」であり，またその他「農林行政に必要な各種の農村調査や農家調査・  
9）  

農畜産業に関する計画，指導，奨励の基礎資料としても利用されている0」   

以上で，農業経営における原価標準の関連で従来より用いられて発た「標準」恕各用語の目  
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的とするところ魔ついて検討したところ，＼1）ゝ 所得税の課税標準は実際原価へのやむをえざる  

代用を目的とし，2）「地域標準技術体系」は，技術自体の普及のよりどころであり，3）標準  

比較法は経常診断法としてもっと包括的な指標を掲げ，同じく普及拇導に効果をあげようとし  

ている。4），の固定資産評価標準は農林省自体の調査目的のためである。   

このように従来から用いられてきた農業経営の周辺をとりまく標準の意味は，それぞれの目  

的と内容をもちながらも，あるかなり大幅な広域の地域を設定して限定し，とくに2）と3）  

の二つほて机下では，何らかの意味で普及指導という形で，比較対象としての標準を作成してよ  

りどころとしている。ただ個々の農業経営における農産物の原価標準の設定というところまで  

は，到底達しえないということである。   

「原価計算基準」が目的とする標準原価計算は大企業における制度を前提としており，既述  

のどとく原価管理，棚卸資産評価，財務諸表への表示，記帳の簡略化を目的としている。これ  

をこ対し農業において従来から農業経営へ試みられてきた「標準」のアプローチは，外部者の立  

●● 場からとりあばられたものが多く，所得税徴収のための所得標準，試験場・行政機関中心の  

「標準技術体系」や囁営診断のための「標準法」は普及指導への手がかりを目的とするもので，  

個々の農業経営者自身へ判断の材料を提供するために行なわれてきている。   

目的とするところは農業経営者自身によって実際の所得が申告されることであり，また個々  

に応じて設定された予算なり計画なりに応じて，原価管理や資産の評価，財務諸表の作成など  

が目標として期待されるとし牢も，経営組織の相違によって，外部関係者から誘導される形を  

とヰてきている。  

1）原価計算基準，昭和37年11月8日，大蔵省企業会計審議会中間報告，第3章，標準原価の計算 40，   

標準原価計算の目的。なお同基準にいう標準原価の概念はつぎのどとくである。「標準原価とは，財貨   

の消費量を科学的統計的調査に基づいて能率の尺度となるように予定し，かつ予定価格又は正常価格を  

もぅて計算した原価をいう。この場合能率の尺度としての標準とは，その標準が適用される期間におい   

て達成されるべき原価の目標蕃意味する」四，H，2。   

2）太田哲三他，原価計算基準詳説，山辺六郎，第3童 標準原価の計算および分析，113～145p，昭和38，  

4，30．同文館。  

通商産業省産業構造審議会答申，コストマネジメント，第2章，第3節，昭和41，12，6．   

3）沢村東平，農場経営の意思決定，267p，昭46，3．富民協会「もともと，農場作業を標準化する目的  

は，作業能率を高めて生産物のコストを低下することと，生産物の品質を改良し，規格を統一し，これ  

によって市場での有利な地位をうることなどである。」  

東洋経済新報社，体系経済学辞典，昭40，2・818～819p，藻利茂隆「標準化」（3S）「企業の生産する  

製品（単純化岳implification），これらの組立てに用いられる各種の部品（規格化 standardizationin   

aTlarrOWSenSe），これらの製品や部品の生産に用いられる生産手段など（専用化specialization）を諸   

種の意味で単万化していくことが一般に標準化と呼ばれる」   

4）神戸大学会計学研究室編，痛論会計学辞典，「農業の棚卸資産」，渡辺逸，732～733p，昭36，3．同文館  

「この方法では，家畜を適当に区分して（歳入局長官の承認を得ることが必要である）その区分ど  

とほ標準原価を定め，∧その単価で評価するのである。区分どとの単位原価を定める場合にほ，当該区分  
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に属する動物の種類，年令を考慮して，当該動物の生産を∈関する正常原価を反映するものとしなければ  

ならない。」   

5）］．A．Hopkins＆E．0．Heady，Farm Records andAccounting，4ed，1955，243～268p．   

6）忠 佐市，税法と会計原則，推計課税の理論，485～519p，昭28，中央経済社。  

7）農林水産技術会議事務局，地域標準技術体系，水田作（2弘畑作（29），畜産（2鋸，園芸（10），   

養蚕（16），計111が昭和41年から出版されている。沢村東平，農場経営の意思決定（前出）265p，   

「作業方法を標準化するための研究であり，個別技術が体系化され，さらに標準化したものである。」   

8）財団法人農政調査委員会，体系農業百科事典Ⅴ，農業経営98－2，武藤和夫，経常診断の基準，3）  

Standard method，100－4，天間征，標準（比較）法。   

9）農林省，昭和51年虔，農畜産業用固定資産評価標準，昭51，6。  

3 原価標準の設定  

標準原価計算を実施する順序としては，まず第1に原価標準の設定を考慮しなければならな  

い。標準原価は実際生産量が確定した結果，はじめて計算される事後原価の性質をもち，原価  

標準は「原価単位当たり製品の生産に必要な原価」であり，事前原価として価格・能率等に関  

する基礎水準を仮定しなければならない。   

工業における原価標準の考え方として通常理想，正常，当座の3種類がある。第1の理想水  

準は価格については最低の材料購入費，雇用労賃を見積り，能率については現在の設備による  

達成可能の最高の水準であり，操業についても理論的あるいは実現可能の最大操業度の水準を  

仮定する。これらを組合せて理想標準原価が算定されるが，厳しい達成日標であって，あく迄  

10） 理想的なもので期間損益計算にも適せず，原価管理上も今日では不適当とされる。   
農業生産において理想の水準というものを確定すること自体かなり困難で，また幅のあるも  

のになるであろう。価格を最低として，優良なる種苗・仔畜を購入したとして，日照時間，雨  

量，湿度，温度，風向等のいわゆる気象条件をどのように理想的にまた固定的に考え，適期を  

判断するかという問題がある。ゆえに現実に可能であるという記録としての意味は充分あって  

も，ある特定の農業琴営の当該農産物の生産の達成可能な理想的水準白休を決定すること自体  

は極めて困難である。   

つぎに欝2の正常水準は，平均という考え方によるものであり，価格や能率にりいては「将  

来の数年間にわたる1景気変動期間全体を通じて予期される平均」であり，生産能力について  

も当初のpracticalcapacityからaverage capacityと考えられるようになった。   

農業生産において，この平均という考え方を標準とすることについてはすでに広く採用され  

ているが，たとえば原価管理を目的とするニューヨーク州改良普及事業の例として，酪農家559  

戸の算術平均による直接比較法によってCOSt COntrOlmeasure を作成している。牛乳売上高  

と購入飼料費率，1頭当たり購入飼料費，税，機械修繕費，電力料，農業経営費等が指標とさ  
11）  

れており，同年度間の多数経営の相互比較のために用いられた。  
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直接比較法の弱点としては，基準値算定の基礎として府県の平均値や農家の属する部落内の  

優良専業農家の平均値等を調査・統計等により算出してみても・指標相互の連関性のない点が  

ほ） 指摘される。他経営との比較も問題点の指摘にはなるが，自己経営の平均値が充分に考慮さる  
べきであろう。 

これらの原価標準を結合した正常標準原価は，通常棚卸資産価額算定の目的に適したものと  

される。   

第3の当座標準と称せられるものは，次期に予想される無理のない水準であり・これによっ  

て算定される「現実的標準原価」は；比較的短期間の条件で設定され，条件の変化に伴ってし  

ばしば改訂されるが，原価管理にはもっとも適するものとされる0   

農業経営者にとって彼自身の過去の経験にもとづいて，当該年度の予想として実現を期待し  

うる水準と考えてよいであろう。   

このように基準の厳格虔による見地から3つの種類をあげたが，標準原価計算の目的とも関  

連して原価標準が設定されなければならない。ただ誰がこの原価標準を設定するのかという問  

題がある。製造工業では一企業として標準原価委員会を設定して・技術・製造，生産管理・購  

売および原価計算担当の各代表者が集って作成される。し′かしこの点で農業の場合はすでにみ  

たように，普及教育という形で試験場や行政機関に・よる外部からの提示されるものを・農業経  

営者自身としてはこれらを参考にして，個々の努力目標なり期待する標準を設定することとな  

る。これについては原価を構成する各費用項目別にこれを具体的に決定して行かねばならな  

い。  

10）岡本 清，原価計算，361，365p，昭48，4・国元書房0  

11）C．A．Bratton，1958DairyFarmBusinessSummary，A・E・Res・25，CornellUniversity・July1959   

16p．  

12）沢村東平，農場経営の意志決定（前由），165p．  

4 橿準原価の計算の例示   

っぎの勘定科目は，わが国において60万羽の採卵養鶏を営むある株式会社の製造原価額告書  

（月別）に示されたものである。  

Ⅱ 労務費   

給料手当   

賞  与   

法定福利費   

b）〔当月労務費）  

Ⅲ 経 費  

厚生費   

燃料費  

租税公課   

Ⅰ 材料費   

当月大難仕入高   

月始飼料棚卸高   

当月飼料仕入高   

月末飼料棚卸高（差引）   

月始材料棚卸高   

当月材料仕入高   

月末材料棚卸高（差引）   

a）（当月材料費）  
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通信費  

消耗品費  

衛費  

電力費  

車輌諸掛り  

保険料  

修繕費  

貸借料  

諸会費  

除糞費  

除雪費   

減価償却費   

雑費  

C）（当月経費）   

当月製造費用（α）十∂）＋り）   

月始成鶉棚卸高  

合 計   

月末成鶏棚卸高（差引）   

当月廃鶏売上高（〝）   

当月製品製造原価   

当月鶏卵製造高   

当月製品製造単価   

この勘定科目によると・大難の仕入ほ材料費として当月の総製造費用を算出後，成鶏の在高  

を増瀕し，廃鶏売上高を控除して製品製造原価を算出している。   

当会社では月次決算を行ない，第1次で農場の生産原価を算出し，第2次で工場として運搬  

・選別・包装・処理を行なっている01棟1万羽で，各棟どとに生産物鶏卵の重量・個数、・成  

鶉の生存日数，月末在羽数を把挺する。事務員は男子女子各1名であり，標準原価計昇は制度  

として実施していない。鶏の評価には標準鶏を使用している。なお，背離は別の会社で行なわ  

れている。   

さて・この会社の勘定組織は筆者が別の機会に示した採卵養鶏共同経営ゐ原価計算を含む勘  

定組織とほとんど一致している0そこで採卵養矧ま農業の申で最もエ業に近い形で行なわれて  

13） いると思われるので・この例題に標準原価計算の具体的方法をあてはめてみることとする。  

本例題では・1農場で約5，000羽の採卵養鶏を行なっているが，採卵，育雛，販売一般管理  

の3部門が会計上設定されている0すなわち・期間費用を示す販売一般管理費は一つの楠助部  

門として設定され・経費や労務費についてもこの瓢門に配威されている。生産補助部門である  

育雛部門は・餌付どとに各部門別として実際育雛原価が明示されてある。鶏卵自体の実際原価  

については，採卵部門の集計によって生産物原価部告書を作成してある。そこでまずとの段階  

で標準原価を勘定に組み入れるかについて考察しなければならない。  

（り標準原価の算定  

標準原版の会計組織には・1）パーシャル・プラン（分割法，partialplan），2）シングル・プラ  

ン（単記法・Singleplan），3）デュアル・プラン（二重記帳法，dualplan）め3つがある。この  

うち1）のパーシャル・プランは・実際原価によって仕掛品勘定の借方に記帳し，貸方に標  

準原価を記入する方法である0この時点で原価差異め分離が行なわれ，アウト・プット法とよ  

ばれる。すなわち・アウト・プヅト法は「製品についての実際発生原価を製品の完成時匿おい  

14） て標準原価と比較し，原価差異を算出する方法」である○製品の完成数量が，、そのアウト・プ  

ットの時点でないと確定しないばあいに撰用される。これに反してシングル・ 
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異の分離の方法としてのイン・プット法と結びついているが，この方法ほイン・プットの時点  

で製品の完成数量が確定していることが必要であり，農産物には準用できない。′ゆえに農産物  

には1）のパーシャル・プランとアウト・プット法を適用すべきである。   

パーシャル・プランでほ崖産資材の棚卸高は実際原価で記帳され，製品の棚卸高および売上  

原価ほ標準原価で記帳される。また仕掛品の期首，期末棚卸高は標準原価で記帳されるが，鶏  

卵の生産部門（採卵部門）には仕掛品はないものと考えてよい。例題においては当1月の実際  

の生産高は4，259kgであった。そこでこの採卵部門の原価標準をまず第1表に示す0この養  

鶏場では成鶏5，000羽を収容するのが正常であり，70％の産卵率（年間1羽14kg）とする。こ  

の原価標準は当養鶏経営における当座標準と考えてよい。  

第1表 鶏卵原価標準（産卵率 70％，5000羽）  

（100kg当）  

10，755円  

140  

3，604   

（14，499）  

183  

1．部門個別生産資材費（採卵部門のみ）  

1）3号マッシュ ◎37．5円／1暗×0・11短×5，000羽×31日  

2）ダンボール箱㊧14・0円′箱×10箱（1箱頗入）×駕語  

3）成粕耗費＠600円／羽×5，000羽×去  

（計）  

2．部門個別労務費（採卵部門のみ）   

4）個別労務費 ⑳100円／時×3．5時／日×31日  

3．部門共通費（採卵部門のみ）  

a）変動費   

5）間接労務費 ◎100円／時×8時×2人×31日   
6）支払水道料 ㊧0．01円／羽×5，000羽×31日   
7）支払電力料 ⑳0・0371円／羽×5，000羽×31日  

（小計）  

b）固定費   

8）給 料 1カ月配賦額（常雇）   

9）固定資産税   〃  

10）減価償却費   〝  

（小計）  

（計）  

639，375円  

8，323  

214，286   

（861，984円）  

10，850円   

）
 
 

4
 
6
 
7
 
7
 
 

3
 
2
 
9
 
5
 
 
 

0
0
 
 

49，600円   

1，550   

5，750  

（56，900円）  

30，625円  

705   

22，738  

（54，068円）  

（1－10，968）  

515  

12   

382  

（909）  

（1，866）  

（983，802）l （16，54幻  

第1表によりkg当り165．48円が原価標準であり，4，259kgの当月生産量に対しては165・48  

円／kgx4，259極＝704，795円が標準原価となる。この場合の仕訳を示すとつぎのとおりである0  

（鶏  卵） 704，795  （採卵部門） 704，795   

さて例題の実際原価の振替額，すなわち，採卵部門の借方合計額は799，465円であり，そ  

の差額，799，465円－ア04，795円ニ94，670円が原価差額勘定に借記されることとなる0  

（原価差額） 94，670  （採卵瓢門） 94，670  
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（2）原価差異の分析   

例題に示した採卵部門勘定の借方に記入された実際原価の金額，ならびに4，259kgの標準  

15） 原価の各章日別の金額を改めて表示するとつぎのとおりである。  

（実際原価）  （標準原価）（原価差異）  

1飼 料 費  413，930円755・35円×54暇（2批g入）458，048円 44，118円（貸方）  

2 材 料 費  6，500  5，963   537（借方）  

ポリエチレン袋（1，040）20円×52袋（12短／袋）（1袋600g入）  

ダンボール箱 （5，460）15円×364箱（10短入）  

3 成鶏損耗費  

4 個別労務費  

5 間接労務費  

6 支払水道料  

7 支払電力料  

8 給 料  

9 租税公課  

10 繊価償却費  

262，076 555，245円×472羽  

10，075100円×100．75時間  

47，236100円×472．36時間  

1，260   

4，320  

30，6251月分  

705  〝  

22，738 〝  

153，514 108，562   

7，773  2，302  

35，533 11，703  

1，110   150   

4，119  201  

21，940  8，685  

505  200  

16，290  6，448  

〝  

〝  

〝  

〝  

′／  

〝  

／′  

〝  

（計）  （799，465円）  （704，795円）（g4，670円）（借方）  

1）飼料費については原価差異44，11別報ま   

a）価格差異（755．35－750）円×548袋（貸方）2，932   

b）数量差異750円×（610．73－548）袋（借方）47，050  

（飼料数量差異）47，050  （飼料価格差異）2，932  

（原価差異） 44，118   

価格差異は3号マッシュ（成鶏用）1袋20kg入を1月平均755．35円で購入した結果，1袋  

当たり標準価格よりも5・35円高く・飼料供与量については62・73袋（×20kg＝1，254．6kg）を  

減じた結果である。   

なお，4，259kgの1月の実際産卵量は，産卵率年間14短の採卵鶏3，582羽を31日間飼育し  

た梼準と同一となる。  

4，259kgxl／14kgx365／31ニ3，582（羽）  

2）材料費については原価差異537円は   

a）価格差異（。15－14）円×364箱 （貸方）364   

b）数量差異14円×（426－364）箱 （借方）867   

C）別注差異 ポリエチレン袋 ㊧瓢円×52袋（貸方）1，040  
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（材料数量差異） 86、7  （材料価格差異） 364  

（原価差異）  537  （材料別注差異）㌧1，040   

包装材料，ダンボール箱（1箱10kg入）は標準より単価1円高く，く62箱少なかった。その  

代りにポリエチレン袋を現金小売用のため52袋，単価20円で1，040円購入した。  

3）成鶏損耗費の原価差異108，562円については   

a）価格差異 （600－555．245）円×472羽   （借方）21，124   

b）数量差異 600円×（472－255．857）羽   （貸方）129，686  

1）の飼料標準と同じく3，582羽を1月問飼育した場合，14カ月で更新すると仮定して，  

3，582×1／14＝256羽が1カ月間の標準である。自給価格は44．755円／羽安かったが，216羽ほ  
ど余計に投入したことになる。  

（成琴損耗価格差異）21，124   （成鶏損耗数量差異）129，686  

（原価差異）  108，562   

以上の1）2）3）を合計した採卵部門の生産資材費の原価差異は，差引64，981円 となる。  

（108，562＋537一朗，118＝64，981）  

4）部門個別労務費の原価差異2，302円については，価格差異はなく時間差異のみが，（100．75  
－77．73＝）23．02時間ある。   

3・5時×如×（諜）＝77・73時  

（原価差異） 2，302  （採卵部門個別労働時間差異）2，302  

これは構成員が採卵のためにだけ特に出役した時間によるもので，飼育羽数に比例するもので  

ある。  

5）部門共通費による差異   

正常飼育羽数 5，000羽のとき  

変動的共通費 （56，900）円   

間接労務費  49，600   

支払水道料   1，550   

支払電力料  5，750   

固定的共通費 （54，068）   

給  料  30，625  

固定資産税  705   

減価償却費  22，738   

（計）   （110，968）  

（1羽当り） （実際原価）  

（11．38）円   （52，816）円   

9．92  47，236   

0．31  1，260  

1．15  4，320  

（10．8136）  （54，068）   

6．125  30，625   

0．141  705   

4．5476  22，738  

（22．1936） （106，884）  

予算差異＝106，884円－（54，068円ヰ（11．38円×3，690））＝106，8銅円－96，060円＝10，824円  
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飼育羽数差異＝（54，068円＋11．38円×3，690）－（22．1936円×3，690）  

＝10．8136円×（5，000－3，690）＝14，166円  

産卵率差異＝（22．1936円×3，690）－（22．1936円×3，582）  

＝22．1936円×（3，690－3，582）＝2，397  

部門共通費差異計＝10，824円＋14，16唱円＋2，397円＝㌘，387円  

（原価差異）27，387  （部門共通費予算差異）  10，824  

（部門共通費飼育羽数差異）14，166  

（部門共通費産卵率差異）   2，397   

5～7については部門共通賛のうち変動費とみられる費用であり，8～10は固定費である。  

固定費は5，000羽でも3，690羽でも変りはなく，5～7は羽数によって変動するとした。ゆえ  

第2蓑 月次損益計算書 昭和××年1月1日～31日  

Ⅰ 売 上 高  

Ⅱ 売上原価  

1．年初鶏卵棚卸高（標準）   

2．当年鶏卵生産原価（〝）  

（計）   

3．年末鶏卵棚卸高（標準）（差引）   

4．廃鶏売上高（実際）   

5．鶏糞売上高（〝）   

871，550円  

1，655円  

704，795  

706，450  

1，158 705，292（－ 166，258  

86，480（＋  

34，650（＋  

287，388  6．売上総利益（標準）  

Ⅲ 標準原価差額調整  

1．飼料数量差異   

2．飼料価格差異   

3．材料数量差異   

4．材料価格差異   

5．材料別注差異   

6．成鶏損耗価格差異  

（借方）  （貸方）  

47，050  

2，932   

867  

364  

1，040  

21，124  

7．成鶏損耗数量差異  

乱 採卵部門個別労働時間差異  

9．部門共通費予算差異  

10．   ′′  飼育羽数差異  

11．   〝  産卵率差異  

129，686   

2，302  

10，824  

14，166   

2，397  

（小 計）  

12．棚卸価格調整差異  

総差異   

売上総利益（実際）  

Ⅳ 販売及一般管理費（実際）  

営業利益  

（69，041）  （163，711） 94，670（－192，718  

103  

94，ア73  

192，615  

78，995  

113，620  

－34－   



阿部亮耳：農業経常における標準原価計算   

に，予算差異は共通費の実際発生額と実際飼育羽数で許容きれた予算との差異を示し，飼育羽  

数差異は1，310羽減少のための差異であり，産卵率差異は，産卵率が標準の場合に飼育される  
16）  

羽数による差異を示す。   

以上は別稿に例示した採卵養鶏共同経営の例題について，分割法により標準原価計算を組入  

れた場合の勘定処理を，通常の方法によって示したにすぎ、ない。   

原価差異の会計処理についてほ原価計算基準は「標準原価計算制度としてば数量，作業時問，  

能率の差異で異常な状態に基づくと認められるものは，非原価項目として処理する」としてい  

る。しかしながら，原価差異の算定と分析については，上例の採卵養鶏の例示においても，給  

餌量を減少すれば産卵率が減少するのは当然としても，成鶏損耗費については，これを直接材  

料費と同一に取扱っているが，標準の256羽の‘1カ月量に対し，216羽（84．3％）を増加して投  

入したことは，更新率，産卵率との観点から問題があろう。   

今標準原価によって月次損益計算を行なえば，欝2表のような月次損益計算書を作成するこ  

とができる。ただし，記入例題においては年初（10kgっ と年末（7kg）の鶏卵棚卸高はいずれ  

も実際原価で算定されていたので，これを標準原価によって示し，その．差異をとくに棚卸差異  

として別に示すものとする。次月よりは，すべて標準原価によって示されるごととなるからで  

ある。また副産物である廃鶏と鶏糞の売上高を売上総原価から差引いてあるが，標準売上総利  

益が販売部門の業績を知る手がかりとなり，標準庸価差額調整の項目によって生産部門の業績  

を知る手がかりとなる。   

13）阿部亮耳，農業経営複式簿記，116～153p，農産物原価計算簿記，昭47，4明文書房。  

14）小池 明，管理のための標準原価計算，31～33p，昭51，3，中央経済社。なお，デュアル・プランは   

実際原価と標準原価によって並記的に記帳処理する方法である。  

15）原価差異は標準原価と実際原価との差額をいうが，借方差異は不利な差異であり，貸方差異は有利な  

差異である。  

16）変動費と固定費との分割について，給料，減価償却費，固定資産税が固定費として取扱われることに   

異論はない。しかし飼料費については全額は変動費でなく，個体維持費をたとえば60％とし，残りの40   

％が鶏卵の生産に充当される変動費であるとする見解も成立つ。この場合「固定費に採卵生産量の有無，   

増減に影響されず，ただ産卵鶏が飼育されているだけで必要となる費用」という分類による。巌谷二三   

男，採卵業の損益分岐点，鶏の研究，26～31p．本例では採卵鶏はいつでも購入され，廃棄されるも  

のとしている。  

－35－   


